
令和４年度 新型コロナウイルス感染症に伴う 

国民健康保険税の減免に関するＱ＆Ａ 
                              旭市税務課 

 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について、よくいただく質問内容

をＱ＆Ａ形式でまとめました。申請の前に参考にしてください。 

 

Ｑ１：減免になるか、またどれだけの額が減免になるかは事前に分かるか？ 

Ａ：基準に応じて税額を算定するため、申請すれば必ず減免になるとは限りません。 

また事前に減免の可否および減免額をお伝えすることはできません。 

 

Ｑ２：新型コロナウイルスの影響とは関係なく収入が減少した場合、減免になるか？ 

Ａ：減免の対象にはなりません。 

 

Ｑ３：令和３年中の収入の申告をしていないが、減免になるか？ 

Ａ：令和３年中の所得が減免額の算出に必要となるため、市県民税の申告を行うか、確定申

告を行ってください。世帯全員が申告を行う必要があります。 

 

Ｑ４：ホームページにある申請書書式を印刷できる環境がない。 

Ａ：メールまたは電話で請求していただければ申請書を郵送します。 

メール本文に住所・氏名・電話番号を記載し、「減免申請書希望」と書いて送付してくだ

さい。 

請求メール送付先： kazei-kokuho@city.asahi.lg.jp 

電 話 番 号：０４７９－６２－５３２１ 

 

Ｑ５:令和３年度の保険税は減免にならないのか？ 

Ａ:令和４年度に減免の対象となるのは、納期限が令和４年４月１日以降のものです。 

  ※手続きの遅れ等で本来の納期限より遅くなった場合、対象外となることがあります。 

 

Ｑ６：令和４年度分と令和３年度分を両方申請しようと思うが、申請書は１部でよいか？ 

Ａ：１部で結構です。 

 

Ｑ７：減免申請書 ２.減免事由の選択の②に書かれている非自発的失業とは何か？ 

Ａ：会社都合または正当な理由による自己都合の離職の場合で、税額が軽減になる場合があ 

ります。詳細は納税通知書に同封された「新型コロナウイルス感染症の影響による国民

健康保険税の減免判定フローチャート」をご確認ください。 

 



Ｑ８：確定申告書・市県民税の申告書の写しをなくしてしまった。 

Ａ：申請の際、税務課にご相談ください。 

 

Ｑ９：令和４年の給与明細をなくしてしまった。 

Ａ：発行元（勤務先）に再発行を依頼してください。 

 

Ｑ10：令和４年中の収入見込みはどのように計算すればよいか？ 

Ａ：申請者それぞれのご事情によるため決まった計算方法はありません。 

  よくある例は以下の通りです。 

・令和４年中で収入実績が出ている月の平均収入額を、見込みの１ヶ月の収入とする 

・収入実績額が出ている直近の月の収入を、見込みの１ヶ月の収入とする  など 

 

Ｑ11：収入額と所得額の違いは何か。  

Ａ：収入額は売上金額のことです。所得額は「売上金額」から「必要経費」などを差し引い

た金額のことです。 

   なお給与収入の場合は、給与収入額から計算式により所得額を算出することができま

す。ご不明な場合は、お問い合わせください。 

 

Ｑ12：複数の収入（給与と営業など）が減少する場合の記載方法はどうすればよいか？ 

Ａ：事業収入等申告書をコピーし、１枚に１種類の収入をそれぞれご記入いただき減免申請 

書に添付してください。(減免申請書は１枚で構いません) 

 

Ｑ13：申請したらどれくらいで結果がわかるか？ 

Ａ：ご提出の申請書等に不備がなければ、市が受理した翌月１５日頃に結果を送付します。 

 

Ｑ14：申請したら結果が出るまで保険税は納めなくても問題ないか？ 

Ａ：全額が免除になるとは限らないため、決定通知が届くまではそのまま納めてください。

納期限を過ぎてしまった場合、延滞金がつくことがあります。納税が困難な場合はご相

談ください。 

 

Ｑ15：納めた保険税は減免にならないのか？ 

Ａ：対象となる保険税は既に納付済でもさかのぼって減免対象となります。過払いとなった

場合は還付となります。 

 

 


